
平成２３年３月２８日

　仕事と家庭の両立支援の充実を図ることで、社員全員が自らの能力を発揮できるよう労働環境を整備するため

次のように行動計画を策定する。

１． 平成２３年４月１日～平成２７年３月３１日までの４年間

２．

＜対　策＞ 平成２３年４月～

●　社員への育児休業制度の周知
●　条件適合社員への取得の奨励

●　積立保存休暇の取得要件に育児も対象とする旨の事項を追加

＜対　策＞ 平成２３年４月～

●　時変・時短制度の取得範囲を拡大
●　社員への時変・時短制度の周知

以　　上

計画期間内に、育児休暇を男性社員が１名以上取得

目　標　② 就業時間変更制度および就業時間短縮制度の取得範囲の拡大
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